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第

二

十

一

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

「

特

別

区

道

」

道

路

占

用

料

等

徴

収

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

四

年

二

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

「

特

別

区

道

」

道

路

占

用

料

等

徴

収

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

「

特

別

区

道

」

道

路

占

用

料

等

徴

収

条

例

（

昭

和

四

十

七

年

四

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

表

法

第

三

十

二

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

工

作

物

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

                               

法

第

三

十

二

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

工

作

物 
      

広
告
塔 

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
公 

衆
電
話
所 

地
下
に
設
け
る
変
圧
器 

路
上
に
設
け
る
変
圧
器 

地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線
類 

共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線
類 

そ
の
他
の
柱
類 

第
三
種
電
話
柱 

第
二
種
電
話
柱 

第
一
種
電
話
柱 

第
三
種
電
柱 

第
二
種
電
柱 

第
一
種
電
柱 

表

示

面

積

一

平

方

メ

ー 

ト

ル

に

つ

き

一

年 

一

個

に

つ

き

一

年 
占

用

面

積

一

平

方

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

一

年 

一

個

に

つ

き

一

年 

長

さ

一

メ

ー

ト

ル

に

つ

き

一

年 

一

本

に

つ

き

一

年 

二
三
、
四
〇
〇 

一
六
、
七
〇
〇 

五
、
〇
一
〇 

八
、
一
八
〇 

五
〇 

八
三 

八
三
〇 

一
七
、
〇
〇
〇 

一
二
、
四
〇
〇 

七
、
七
二
〇 

一
九
、
三
〇
〇 

一
四
、
三
〇
〇 

九
、
三
五
〇 
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」

 

」

 

  
別

表

法

第

三

十

二

条

第

一

項

第

二

号

に

掲

げ

る

物

件

の

項

中

「

一

六

〇

」

を

「

一

九

〇

」

に

、

「

二

九

〇

」

を

「

三

四

〇

」

に

、

「

四

二

〇

」

を

「

五

〇

〇

」

に

、

「

六

四

〇

」

を

「

七

五

〇

に

、

「

八

五

〇

」

を

「

一

、

〇

〇

〇

」

に

、

「

一

、

二

八

〇

」

を

「

一

、

五

〇

〇

」

に

、

「

一

、

七

〇

〇

」

を

「

二

、

〇

〇

〇

」

に

、

「

二

、

九

九

〇

」

を

「

三

、

五

〇

〇

」

に

、

「

四

、

二

七

〇

」

を

「

五

、

〇

一

〇

」

に

、

「

八

、

五

四

〇

」

を

「

一

〇

、

〇

〇

〇

」

に

改

め

、

同

表

法

第

三

十

二

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

施

設

の

項

中

「

一

二

、

四

〇

〇

」

を

「

一

四

、

八

〇

〇

」

に

改

め

、

同

表

法

第

三

十

二

条

第

一

項

第

四

号

に

掲

げ

る

施

設

の

項

中

「

一

四

、

二

〇

〇

」

を

「

一

六

、

七

〇

〇

」

に

改

め

、

同

表

法

第

三

十

二

条

第

一

項

第

五

号

に

掲

げ

る

施

設

の

項

中

「

一

〇

、

一

〇

〇

」

を

「

一

一

、

七

〇

〇

」

に

、

「

六

、

一

〇

〇

」

を

「

七

、

〇

二

〇

」

に

、

「

九

、

〇

六

〇

」

を

「

一

〇

、

四

〇

〇

」

に

改

め

、

同

表

法

第

三

十

二

条

第

一

項

第

六

号

に

掲

げ

る

施

設

の

項

中

「

二

〇

〇

」

を

「

二

三

〇

」

に

、

「

二

〇

、

三

〇

〇

」

を

「

二

三

、

四

〇

〇

に

改

め

、

同

表

道

路

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

七

年

政

令

第

四

百

七

十

九

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

七

条

第

一

号

に

掲

げ

る

物

件

の

項

中

「

二

〇

、

三

〇

〇

」

を

「

二

三

、

四

〇

〇

」

に

、

「

一

一

、

三

〇

〇

」

を

「

一

三

、

三

〇

〇

」

に

、

「

二

〇

〇

」

を

「

二

三

〇

」

に

、

「

二

〇

三

、

三

〇

〇

」

を

「

二

三

四

、

〇

〇

〇

」

に

、

「

一

〇

一

、

六

〇

〇

」

を

「

一

一

七

、

〇

〇

〇

」

に

改

め

、

同

表

令

第

七

条

第

二

号

に

掲

げ

る

工

作

物

の

項

中

「

一

四

、

二

〇

〇

」

を

「

一

六

、

七

〇

〇

」

に

改

め

、

同

表

令

第

七

条

第

四

号

に

掲

げ

る

工

事

用

施

設

及

び

同

条

第

五

号

に

掲

げ

る

    

そ
の
他
の
も
の 

占

用

面

積

一

平

方

メ

ー 

ト

ル

に

つ

き

一

年 

一
六
、
七
〇
〇 
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工

事

用

材

料

置

場

の

項

中

「

二

〇

、

三

〇

〇

」

を

「

二

三

、

四

〇

〇

」

に

、

「

七

、

二

〇

〇

」

を

「

八

、

六

四

〇

」

に

改

め

、

同

表

令

第

七

条

第

六

号

に

掲

げ

る

仮

設

建

築

物

及

び

同

条

第

七

号

に

掲

げ

る

一

時

収

容

施

設

の

項

中

「

一

四

、

二

〇

〇

」

を

「

一

六

、

七

〇

〇

」

に

改

め

る

。

 

 
付

 
則

 

（

施

行

期

日

）
 
 

１

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 
 

２

 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

別

表

の

規

定

は

、

施

行

日

以

後

に

許

可

を

受

け

た

占

用

及

び

施

行

日

前

に

許

可

を

受

け

た

占

用

で

当

該

許

可

の

期

間

が

施

行

日

以

後

に

わ

た

る

も

の

の

施

行

日

以

後

の

期

間

に

係

る

占

用

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

占

用

料

の

基

礎

と

な

る

固

定

資

産

税

評

価

額

の

評

価

替

え

に

伴

い

、

特

別

区

道

の

占

用

料

の

額

を

改

定

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


